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●
受
給
者
の
方
へ
の
お
願
い

　
　

次
に
該
当
す
る
場
合
は
、
速
や
か
に

届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

①
認
定
を
受
け
て
い
る
本
人
や
児
童
が

公
的
年
金
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た

②
所
得
の
高
い
扶
養
義
務
者
と
別
居

ま
た
は
同
居
す
る
よ
う
に
な
っ
た

③
児
童
が
養
子
縁
組
を
し
た

④
婚
姻
は
し
て
い
な
い
が
異
性
と
同
居

し
て
い
る
。
ま
た
は
定
期
的
な
訪
問
が

あ
る（
資
格
喪
失
と
な
り
ま
す
）

※
万
が
一
、
届
け
出
が
遅
れ
た
り
、
不
正
な

手
段
で
手
当
を
受
給
し
た
場
合
は
、
手
当

を
返
還
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

十
分
ご
注
意
く
だ
さ
い

　

納
め
忘
れ
が
な
い
か
心
配
、忙
し
い
か
ら
納
め
に
行
く
時

間
が
な
い
、忘
れ
て
い
て
納
期
限
を
過
ぎ
て
し
ま
う
。こ
の
よ

う
な
場
合
に
は
口
座
振
替
に
よ
る
納
税
を
お
薦
め
し
ま
す
！

口
座
振
替
に
よ
る
納
税
を

お
薦
め
し
ま
す
！

問
税
務
収
納
課　

☎
５
７-

８
５
０
４

C L O S E  U
P

児
童
扶
養
手
当
現
況
届
の

受
け
付
け
が
始
ま
り
ま
す

C L O S E  U
P

　
　

現
況
届
に
よ
り
、８
月
１
日
現
在
の

世
帯
の
状
況
や
前
年
分
の
所
得
等
を

確
認
し
、８
月
分
か
ら
翌
年
７
月
分
ま

で
の
手
当
額
を
決
定
し
ま
す
。
現
況
届

の
提
出
が
２
年
間
な
い
場
合
は
、
受
給

権
を
失
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
　

ま
た
、
手
当
の
受
給
か
ら
５
年
を
経

過
す
る
等
の
要
件
に
該
当
し
て
い
る
方

に
は
、「
一
部
支
給
停
止
適
用
除
外
事

由
届
出
書
」（
緑
の
用
紙
）
を
６
月
末
に

お
送
り
し
て
い
ま
す
の
で
、
必
要
な
書

類
を
つ
け
て
、
現
況
届
と
一
緒
に
提
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
郵
送
、代
理
人
に
よ
る
提
出
は
で
き
ま
せ
ん

●
現
況
届
の
提
出
期
限

　　
８
月
３１
日
（
木
）

●
提
出
先

　
　

福
祉
事
務
所
（
各
支
所
へ
の
提
出
は

受
け
付
け
て
い
ま
せ
ん
）

問
福
祉
事
務
所　

☎
５
７-

８
５
０
９

　
　

口
座
振
替
は
、
市
税
を
指
定
い
た
だ

い
た
口
座
か
ら
引
き
落
と
す
こ
と
に
よ

り
、
自
動
的
に
納
税
が
行
わ
れ
ま
す
。

　
　

一
度
手
続
き
を
行
っ
て
い
た
だ
く

と
、
口
座
振
替
を
解
約
す
る
ま
で
継
続

さ
れ
ま
す
。

■
利
用
で
き
る
税
目

　
　

固
定
資
産
税
、
市
･
県
民
税
（
普
通

徴
収
）
、国
民
健
康
保
険
税
、軽
自
動
車

税
の
納
付
に
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。

※
お
申
し
込
み
い
た
だ
い
た
納
税
義
務
者

お
よ
び
利
用
者
の
税
目
に
対
し
て
の
み
適

用
と
な
り
ま
す

■
口
座
振
替
の
手
続
き
に
つ
い
て

　
　

口
座
振
替
を
ご
希
望
の
方
は
、
次
の

も
の
を
ご
準
備
い
た
だ
き
、
金
融
機
関

の
窓
口
で
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

（
１
）
引
き
落
と
し
を
希
望
す
る
口
座
の

預
金
通
帳

（
２
）
口
座
の
届
出
印

（
３
）
口
座
振
替
依
頼
書

※
依
頼
書
は
、
香
南
市
内
の
金
融
機
関
、
香

南
市
役
所
税
務
収
納
課
お
よ
び
各
支
所
に

あ
り
ま
す

■
利
用
で
き
る
金
融
機
関

四
国
銀
行
、
高
知
銀
行
、
高
知
信
用
金

庫
、
四
国
労
働
金
庫
、
土
佐
香
美
農
業

協
同
組
合
、
高
知
県
信
用
漁
業
共
同

組
合
連
合
会
、
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
お
よ
び

郵
便
局

　

児
童
扶
養
手
当
の
認
定
を
受
け
て
い
る
人
は
、世
帯
状
況

の
確
認
や
手
当
額
を
決
定
す
る
た
め
、毎
年
現
況
届
の
提

出
が
必
要
で
す
。

ぜ
ひ
ご
利
用

　

く
だ
さ
い
！

税

福祉

①あなたに該当する認定証は…

　　　　認定証があれば
窓口負担が軽減できます！！
医療費が高額
になるときは

　医療費が高額になるとき自己負担する医療
費は、法律により限度額が決められています。

医療機関での支払方法は、限度額以上の医療費を一旦
支払い、払いすぎた医療費が後で払い戻される方法と、
事前に認定証を取得して、限度額までの支払いをする
方法と２つあります。　入院時の食事代も減額されます。
※限度額適用・標準負担額減額認定証（住民税非課税世帯）の方のみ

費
医

　

②認定証を取得する手続きは…

　

申請場所　市民保険課・各支所
　※国保被保険者は国保税の納付状況により、交付できない場合があります

　

申請に必要なもの　
　①被保険者証・②印鑑・③代理人による申請の場合は代理人の身分証
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       （運転免許証など）　

申請した月の初日から有効です
　例えば、７月２０日に申請した場合、７月１日分から適用されます。
　※前月から入院していても申請した月以降からしか適用されませんのでご注意ください

　

有効期限　翌年度の7月末日（申請月が４月～７月の場合はその年の７月末日）

　

※

●　国保…払い戻しに該当する世帯には、診療月から2カ月後の下旬に申請の案内を送付します。
　　　　申請には領収書が必要ですので、大切に保管しておいてください。
●　後期…高知県後期高齢者医療広域連合より申請書が送付されます（領収書は不要です。
　　　　また、一度申請書を提出するとその後の手続きはありません）

国民健康保険の被保険者は…
■住民税が課税世帯の人…「限度額適用認定証」
■住民税が非課税世帯の人…「限度額適用・標準負担額減額認定証」
　７０歳以上７４歳までの住民税が課税世帯の人は申請は不要です。
　（高齢受給者証を提示すれば、窓口での支払額が自己負担限度額までになります）
　※その他社会保険などの被保険者は加入先へ相談してください

後期高齢者医療費制度が適用される人は…
■住民税が非課税世帯の人…「限度額適用・標準負担額減額認定証」
　※住民税が課税世帯の人は対象となりません
　※更新の人は、申請の必要はありません

後期
高齢

国保

③限度額以上の医療費を支払ったときは…

ない場合があります

　入院や高額な外来診療を受ける際に、保険証と一緒に認定証を医療機関へ

提示すると窓口での医療費の自己負担額や入院時の食事代が軽減されます。
※

■問い合せ先／市民保険課　☎57-8506
11２０１７.８ 10 ２０１７.８


